
特 別 障 害 者 手 当 に つ い て  

 

         質 問 者  大  坪  国  広   

 

こ の 手 当 は 、 著 し く 重 い 障 が い が あ り 、 日

常 生 活 で 常 時 、 特 別 の 介 護 が 必 要 な 状 態 に あ

る 在 宅 の ２ ０ 歳 以 上 の 方 に 支 給 さ れ る 国 の 制

度 で あ る 。 ま た 、 要 介 護 ４ ・ ５ の 方 で も 申 請

が で き 、要 件 を 満 た せ ば 支 給 さ れ る 。し か し 、

こ の 公 的 制 度 自 体 を 多 く の 方 が 知 り 得 ず 、 受

給 漏 れ も 多 い 。 次 の 点 に つ い て 、 町 長 の 所 見

を 伺 う 。① 申 請 要 件 と 現 在 の 手 当 受 給 者 数 は 。

② 在 宅 の 要 介 護 ４ ・ ５ の 方 へ の 周 知 ・ 申 請 を

積 極 的 に 働 き か け る べ き と 思 う が 。  


